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７～９月（Figure 10） ７月：学校での女子更衣室に小型カ

メラやスマートフォンを設置して着替えを盗撮した結果，建

造物侵入容疑での逮捕，８月：部活動の合宿や大会遠征時な

どの宿泊時の性的接触，路上での女性に対する強制わいせつ，

９月：スカート内を盗撮して迷惑行為防止条例違反容疑で逮

捕，といった特徴が描き出された。 

10～12月（Figure 11） インターネットでの出会い系アプリ

（サイト）で知り合った少女にみだらな行為，ツイッターで

知り合った少女に現金を渡してホテルで児童買春，無料通信

アプリ LINE を用いた性的画像（「自画撮り」）の送受信，と

いった特徴が描き出された。 

１～３月（Figure 12） 駐車場に停めた乗用車の車内でみだ

らな行為をして児童福祉法（淫行）や青少年健全育成条例違

反，女子児童・女児・少年を対象とした性的撮影動画・画像

を撮影・盗撮・保存して児童買春・ポルノ禁止法（製造や保

存）違反，といった特徴が描き出された。 
 

考察 

教員によるわいせつ行為の基本的データを得ることを目

的に，ニュース記事をテキストマイニングによって分析・検

討した。分析の結果，後藤(2017)と同じく２軸５テーマが追認

されるとともに，一部に下位テーマが確認されるとともに，

レアテーマとして「性的露出」が新たに浮上した。また，教

職員の年代，行為時季との関連を検討した結果，それぞれに

Figure 5 20代の教職員との関連語 

 

Figure 6 30代の教職員との関連語 

 

Figure 7 40代の教職員との関連語 

 

Figure 8 50代以降の教職員との関連語 
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関連した特徴が描き出された。本研究の知見を単純化したモ

デル図をFigure 13に示した。 
 以下，後藤(2017)と比較しながら考察を進める。 
1. 軸・テーマ 

クラスタ分析によって得られた９クラスタは，「性的盗撮」

「性的撮影」「児童買春」「性的交際」「一方的性的接触」の５

テーマに総合され，場所や対象者ごとにサブテーマが抽出さ

れた。加えて「性的露出」がレアテーマとして浮上した。ク

ラスタ分析では，このテーマは校外での一方的性的接触（電

車内痴漢など）と同じクラスタ「性的接触・露出～校外」に

分類された。 

この知見は後藤(2017)とほぼ同一であり，対応分析によっ

て得られた２つの軸は�軸：《身体距離》，�軸：《関係距離》

と命名した。後藤（2017）では対応する軸を�軸：《対象年齢

の高低》，�軸：《関係性の程度》と命名した。�軸はほぼ同じ

意味合いだが，�軸は，スカート内盗撮は女子高校生が被害

者となることが多いことが本研究の知見として得られ，後藤

(2017)の�軸のように対象者年齢の高低と考えるのは難しい。

また，相手への合意過程を経ずに行われる性的盗撮や児童へ

の一方的性的接触と比較して，性的交際や児童買春は性交渉

を含意しており，グルーミングが行われているにせよ心理

的・身体的な相互性が高いことが考えられる。これらのこと

Figure 9 ４～６月の関連語 

 

Figure 10 ７～９月の関連語 

 

Figure 11 10～12月の関連語 

 

Figure 12 １～３月の関連語 
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から，本研究での軸名の修正は妥当なものであろう。 
2. 教職員の年代との関連 

 20代 他の年代と比較して，出会い系サイト・アプリなど

ウェブ環境を用いて自校外の 18 歳未満の少年少女と性的交

際を行い，結果的には，各都道府県が定めた青少年保護／育

成条例に違反して逮捕され，懲戒されることが示唆された。 
20 代教職員の多くは 1990 年代生まれのインターネット・

ネイティブ世代であり，パソコンやスマートフォンなどのウ

ェブ環境が生活に密着した人生を歩んできている。総務省が

発表した平成 28 年通信利用動向調査報告書(総務省, 2017)の
属性別モバイル端末保有状況(p.23)によると，20代(20～29歳)
のスマートフォン保有率は94.2％（男性93.7％，女性94.7％）

と，男女とも他の年齢階層と比して最高率である。この世代

は，提供されたさまざまなインターネット・サービスをスマ

ートフォンを通して利用することに慣れており，出会い系サ

イトやアプリを使いやすいものと思われる。一方，学校内で

は教育委員会経由で生徒との LINE による連絡の禁止などが

通達されるなど，18歳未満との性的交際を求める教職員にと

っては校内での活動は制限されており，校内の規範に沿う形

で出会い系サイトやアプリを用いた校外での性的交際を希

求するものと思われる。 
 30代 校内（更衣室やトイレ）での盗撮を行う傾向が示唆

された。 
平成 29 年 3 月に内閣府が実施した消費動向調査(内閣府, 

2017)の「主要耐久消費財等の普及・保有状況」によると，デ

ジタルカメラの保有率は２人以上

の世帯(n=310)で 83.9％，単身世帯

(n=73)で43.8％，またビデオカメラ

の保有率は２人以上の世帯で

70.3％，単身世帯で 8.2％と，２人

以上の世帯ではデジタルカメラ・

ビデオカメラの保有率は他の世代

と比して最高であり，30 代はデジ

タルカメラ・ビデオカメラの主要

保有世代ということができるだろ

う。 

 40 代 特徴は見いだされなかっ

たが，これは件数が少ないことを

意味せず，全体の傾向に近いこと

を意味することを注意したい。実

際のところ，盗撮にあたっては小

型カメラを用いるなど，非衝動的

／計画的に行為がされており，よ

り洗練されていることが示唆され

る。 
 50 代以降 中学・高校での自校

生徒に対する一方的性的接触が多

いことが示唆された。関連語分析

の結果，部活動文脈や放課後など授業時間外での関係が関連

していることが示唆された。 

50 代以降の性意識に関連して，宇井他(2008)は成人男性の

買春意識を検討し，買春に対する許容意識が 50 代で高いこ

とを明らかにしている。また，鈴木(1994)は年齢層が高くなる

につれて平等主義的な性役割態度が低くなる，つまり男女不

平等的な態度になることを示唆している。これらのことから

50代以降は他の世代と比して現代的な性的・ジェンダー的規

範に無頓着な世代である，ということが言えるかもしれない。 
また，自校生徒に対する性的接触は，教員→生徒，年長→

年少，顧問→部員といった地位的な上下関係が明白であり，

児童・生徒・保護者・他の教員からの報告がない限り表面化

しない。50代以降の教員は校内でもより高い地位に立ってお

り，その地位を利用して，あるいは他の教職員が忖度・萎縮

することによって報告が抑制され，潜在的な性的加害行為は

本研究が対象としたニュース記事や文部科学省の処分報告

よりも多いものと考えられる。 
 以上のまとめとして，18歳未満に対する教職員のわいせつ

行為は，各世代に共通する背景を反映したテーマ／表現型を

とることが示唆された。 
3. 行為時季との関連 

 ４～６月 中学・高校の自校生徒への性的接触が多いこと

が示唆された。この態様は他の態様と比して単発ではなく，

一定期間持続することが多い。この場合，本研究のコーディ

ングルールにしたがって初発時期にコード化したことを留

 

 

Figure 13 教職員のわいせつ行為のテーマと解釈軸 



原著 
 

意するとしても，この時期は年度替わりの新学年の時期と重

なることから，加害者（教職員）が新たな被害者（自校生徒）

のターゲットを定めやすい時期であるということができる

だろう。 

 ７～９月 他の時期と比してスカート内の盗撮や校外で

の性的接触・性的露出が他の時期と比べて多いことが示唆さ

れた。この時期は夏季を含んでおり加害者の教職員も外出し

やすく，女性の肌の露出度が高くなる，ことが関連している

ものと思われる。 
 また，更衣室盗撮，部活動関連の宿泊時のわいせつ行為な

ど，プール授業や夏休み中の部活動など，学校行事に依存し

たわいせつ行為が関連していることも示唆された。 
 10～12 月 性行為を含意するような児童買春や自校生徒

との性的交際との関連が示唆された。 
一般的な日本社会では，年末はクリスマスなど交際中の男

女がペアで過ごすことに対して寛容となる時期であるが，一

方でクリスマスを一人で過ごすことを表現する「クリぼっち」

という言葉に代表されるように，恋愛適齢期とされる年代の

男女にとっては圧がかかる時期ともいえる。これに関連して，

レオパレス21(2017)は，ひとり暮らしの20～30代の社会人男

女に対してクリスマスの予定について訊くインターネット

調査を行った。「ひとりで過ごす」が65.0％，「彼氏、彼女と

過ごす」が20.0％という結果であったが，同様の調査は楽天

リサーチ(2017)でも行われており，調査の企図そのものが「ク

リスマスは恋人と過ごすもの」という社会的通念を示してい

る。 
このようにクリスマス時期の社会的通念に基づいた男女

交際および性交渉に対する社会的な許容感や圧力感を感じ

取って，教職員は比較的手近な児童買春や自校生徒との性的

交際に向かうのかもしれない。 
１～３月 性的撮影との関連が示唆された。この態様はい

わゆる自画撮りの送受信・保存や児童ポルノの公然開示を中

心としており，冬季であることから，外出を前提としない行

為が選択されやすいのではないかと思われる。一方，スカー

ト内の盗撮や校外での性的接触・露出と負の関連を示してお

り，冬季であることから外出しやすさ・露出しやすさの低さ

が関連しているものと思われる。 
以上のことから，18歳未満に対する教職員のわいせつ行為

は，季節に対応した寒暖や学校行事（学年はじめ，プール授

業，夏休みなど），社会的通念（クリスマスなど）に対応した

テーマや表現型をとることが示唆された。 
4. 教員養成教育や教職員研修への提言 

以上のことを踏まえて，教員養成教育や教職員研修への提

言を行う。 
総論 ここ数年，わいせつ行為で懲戒処分を受ける教職員

は年間200名強（本研究が対象にしていない同僚教職員に対

する性的行為やジェンダー差別的言動を含む）の上昇基調で

推移しているが，全体の教職員の人数からすると一部に限ら

れている。 
例えば，平成28年度の学校教員統計調査（中間報告）（文

部科学省, 2017b）に基づいた本務教員男性（465,684人）を分

母，わいせつ処分された男性教員（223 人）を分子として割

合を算出すると，年間処分率は0.0479％となる。40年間勤務

するとして勤務期間中に処分を受ける割合は1.898％となる。

公開データの関係で代用教員を分母に含めることができな

いため，割合はやや高めに見積もられるが，今後の上昇傾向

を踏まえて今後しばらくの間は，およそ男性教員 50 人のう

ち1人がわいせつ行為で処分を受ける可能性のある教員と仮

定することができるだろう。 
このように大部分の教員はわいせつ行為と無関係である

が，他教員のわいせつ行為を抑止・防止できる人材・システ

ムを育成することが重要であると考えられる。 
そこで，まずは教職志望学生や教職員に共通して，わいせ

つ行為の可能性の有無にかかわらず，後藤(2017)が見出した

ようなわいせつ行為の基本テーマ・共通ストーリーを理解す

るとともに，きっかけ（例，児童・生徒との LINE でのやり

とり，出会い系サイトへのアクセス）や注意ポイント（例，

プールの更衣室内の段ボール→盗撮の可能性）を教職員間の

共有知識として持つことで，可能性のある教員への抑止にな

ると思われる。 
そして，わいせつ行為に対する関連法令に対する理解と遵

法精神を醸成するとともに，教育倫理のみでなくヒューマ

ン・サービスに関わる職業に共通する倫理として，公私の人

間関係の峻別をつける意識を高めていくように努めたい。 
さらに，研修による教員各個人の意識向上に加えて，他の

教職員のわいせつ行為を知った教職員が，学校内の支配的地

位の上下によって忖度・萎縮して報告をしないことのないよ

うなシステムづくりが必要となるだろう。 
教員養成教育 大学において教職を目指す学生は年齢層

が若いため，20代教職員のわいせつ行為に関する知見をベー

スに教育プログラムを考えることが必要であろう。つまり，

上記に示したような抑止・防止的な知識を教育課程の中で採

りあげるとともに，スマートフォンの各種アプリを柔軟に用

いたわいせつ行為への注意喚起を促したい。 
ところで，小児性愛的な（ないしは思春期性愛的な）性指

向を潜在的・顕在的に持つ学生が教員免許を志望する場合が

考えられる。このような学生は，おそらく，合理的選択をす

る者と比べて，欲望・欲求をベースとしている分，動機づけ

が高く，まじめに学習に取り組むため，学業成績面で教員免

許取得を断念させることは困難であろう。一方，精神分析に

おける防衛機制の観点では，性的な欲望・欲求を文化的に適

切な形式に「昇華」しているとも言えるかもしれない（Freud, 
1908; Laplanche & Pontalis, 1976）。が，教員としての採用後に，

ストレスや葛藤，加齢や地位上昇に伴う万能感などにより退

行がおこり，自我機能のコントロールが弱くなり，結果的に

児童・生徒（ないしは同年代の少女・少年）に対するわいせ
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つ行為を行ってしまう可能性も考えられる。 
対応として，事前に教職を志望する学生に対して，自己の

性的志向・性衝動のコントロール性の程度をスクリーニング

してフィードバックするとともに，可能性のある学生に対し

て認知行動療法的アプローチを用いた性衝動コントロール

技能の育成を目指した教育プログラムを積極的に取り入れ

ることが望ましいだろう。 
教員採用試験 筆記試験・面接を通して，受験者が学校場

面において現代的な性的規範に即した態度を持っているか

どうかを問うような設問を準備してもいいだろう。 
教職員研修 年代・時季によってわいせつ行為の態様が異

なることが示唆されたことから，研修対象となる教員母集団

や研修時期を意識した内容とするのが望ましい。 
例えば，春先の中学・高校の教職員研修であれば，５０代

以上の教職員も含めて部活動文脈での性的接触への注意喚

起を中心にした内容に重みづけした内容としたい。夏期休暇

前の時期であれば，２０～４０代向けにスカート内盗撮・痴

漢・露出といった校外でのわいせつ行為や部活動の夏合宿や

遠征時のわいせつ行為を中心とする。秋～冬は２０代向けに，

生徒との性的交際・児童買春を中心にスマートフォンの濫用

に重みづけた内容としたい。 
その他，放課後児童支援員，部活動指導員などの児童・生

徒に関わるスタッフに対してもわいせつ行為の抑止・防止研

修が必要となるだろう。 
5. 今後の展望 

研究の問題点 後藤(2017)と同様，情報収集プロセスの観

点と分析プロセスの観点に関する問題は，同様の方法論を採

用した以上，依然として残る。 
 本研究の特長 本研究や後藤(2017)の分析においては

Canter らのリバプール方式に準じた方法をとった。教職員の

わいせつ行為をテーマにした研究はいくつか見られるが，こ

のようなアプローチをとったものは現在のところ皆無であ

る。知見の有用性を考慮すると，本研究はいくつかの問題点

があるものの非常に価値の高いものと言えよう。 
 今後の方向性 本研究が見出したように，もし年代や季節

に共通する要因によってわいせつ行為のテーマや表現型が

変わってくるとすると，18歳未満の少年少女を対象としたわ

いせつ行為でなくとも，同僚教職員など他の世代に対するわ

いせつ行為でも同様の傾向が見いだされるものと考えられ

る。しかしながら，本研究のデータセットで明らかにするこ

とはできない。そこで，18歳以上を対象とした教職員のわい

せつ行為を対象にすることによって明らかにできるかもし

れないし，異なった関連を見出すことになるかもしれない。 
また，本研究で提言した教育や研修の方向性は，教員志望

学生や教職員のみではなく 18 歳未満の少年少女を対象とし

た他の教育・医療・福祉・心理職にも応用可能であると考え

られるが，職種によってわいせつ行為のテーマが異なること

が予想されるため，見極めるための研究が必要となるだろう。 
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